
議

案

第
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一

号 

 
 

 

港

区

医

療

法

施

行

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

四

年

二

月

二

十

二

日 

 

提

出

者

 

港

区

長

 
 

武

 

井

 

雅

 

昭

 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

医

療

法

施

行

条

例 

（

趣

旨

） 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

医

療

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

百

五

号

）

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

専

属

の

薬

剤

師

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

診

療

所

） 

第

二

条

 

医

療

法

第

十

八

条

本

文

の

規

定

に

よ

り

、

開

設

者

が

専

属

の

薬

剤

師

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

診

療

所

は

、

医

師

が

常

時

三

人

以

上

勤

務

す

る

診

療

所

と

す

る

。 

 
 

 

付

 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説

 

明

）

 



 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

 
律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

百

五

号

）

の

施

行

に

よ

る

医

療

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

百

五

号

）

の

一

部

 

改

正

に

伴

う

条

例

制

定

権

限

の

拡

大

に

よ

り

、

専

属

の

薬

剤

師

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

診

療

所

の

基

準

を

 

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


